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富士見市地域生活支援事業 
 

  地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟に行うため地域生活支援事業が市の事業として行われてい 

 ます。 

 

●日中一時支援事業 

 障害者等の日中における活動の場を提供 

 し、見守り、社会に適用するための日常 

 的な訓練や送迎サービスの支援を行います。

●日常生活用具給付等事業 

 重度障害者等に対し、自立支援用具など 

 の日常生活用具を給付し、日常生活の便 

 宜を図ります。 

●コミュニケーション支援事業 

 聴覚障害者等のため意思疎通を図ること 

 に支障がある人に、手話通訳者の派遣な 

 どを行います。 

●移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障害者について、 

 外出のための支援を行います。 

  
●地域活動支援センター 

 創作的活動や生産活動の機会を提供、機 

 能訓練、社会適応訓練、入浴サービス等 

 支援します。 

●相談支援事業 

 障害者からの相談に応じ在宅生活や障害 

 福祉サービスの利用に必要な情報を提供 

 します。 

富士見市地域生活支援事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者負担 

  利用者の負担については、原則としてサービス費用の１０％を負担していただき、障害のある方も制 
度を支える一員として利用者負担をお願いしています。非課税世帯の方のサービス利用料は無料ですが、

支給限度を越えて、サービスを利用する場合は利用者負担がかかります。 
 

利用者負担の上限月額 

 世帯の課税状況に応じて、利用者ごとに利用者負担上限月額を設定します。 
 
利用者負担を算定する際の世帯の範囲  

１８歳以上の障害者  本人とその配偶者 
１８歳未満の障害児  保護者の属する住民基本台帳での世帯 
 

 所得階層による上限月額          
生活保護  ０円 生活保護世帯 

市町村民税非課税世帯 ０円 市町村民税非課税世帯 

一 般 ３７，２００円 市町村民税課税世帯 
 

上 限 管 理 

  地域生活支援事業の移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援事業を併せて 
 上限管理を行ない、利用者負担の上限月額を超えないようにしています。 
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●移動支援事業 

○事業の内容 
 障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出をサポートします。 
 （原則として１日の範囲で用務を終えるものに限ります。） 
 通勤、営業活動等の経済活動の係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除

きます。 
○対象者 ①身体障害者・知的障害者・精神障害者 
     ②身障・療育手帳を所持している児童、又はそれと同等の状態にある児童 
○支給限度 原則１月当たり３０時間まで。原則の時間数を超えてサービスを利用したい方は担当とご相談 
      ください。 
○利用者負担 一般世帯の方は下記の利用者負担額表のとおりです。非課税世帯の方のサービス利用料は原

則無料ですが、１月当たり３０時間を越えてサービスを利用する場合は、下記金額の２分の

１が利用者負担になります。 
 

利用者負担額表（一般世帯の方） 
 

３０分未満 ～６０分 ～９０分 
1.5 時間以降 6 時間まで 
30 分毎に 

6 時間以降 
30 分毎に 

身体介護有 ２００円 ４００円 ６００円 １００円 ７０円 

身体介護無 １００円 ２００円 ３００円 ９０円 ６０円 

 

●地域活動支援センター機能強化事業 

①事業の内容 
 地域において雇用･就労が困難な在宅障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会や機能訓練、 
 社会適応訓練、入浴等のサービスを提供するものです。 
○対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者 

 
利用者負担額表（一般世帯の方） 非課税世帯の方及び生活保護世帯の方のサービス利用料は無料です。 

 ４時間未満 ４時間以上 
単価区分１ ７５０円 １，２５０円 
単価区分２ ７００円 １，２００円 
単価区分３ ６５０円 １，１００円 
医療的ケア区分 ２，５７０円 

※ 区分１・・入浴、排泄、食事及び移動の動作のうち全面的に介助を行う必要があると認められる 
       動作が３つ以上ある者若しくは著しい行動障害を有する者又はこれに準ずる者 
※ 区分２・・入浴、排泄、食事及び移動の動作のうち部分的に介助を行う必要がある動作が３つ以上 
       ある者若しくは行動障害を有する者又はこれに準ずる者 
※ 区分３・・前２号に掲げる者以外の者 
※ 医療的ケア 常時医師・その他の医療関係者による医療的行為を必要とするもの 

 
 
 



② 送迎、入浴又は給食の利用者負担額表（利用者全員が負担対象）   
注1 入浴に関する光熱水費や食事の食材 

 料費は別途実費負担がかかります。 
入浴（１回につき）   注１ ５０円 

食事（１回につき）   注１ ４２円 

送迎 片道 １００円 

個別送迎 片道     注２ １５０円 

注2 不穏行動等があり、個別送迎を要す 
   る者 

 

●日中一時支援事業 

○事業の内容 
 障害者福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者に活動の場を提供し、見守り、社会に適

応するための日常的な訓練等を行ないます。 
  
○対 象 者 障害程度区分認定を受けた身体障害者、知的障害者及び精神障害者。介護給付認定を受け 
     た障害児、若しくはそれらと同等の状態の障害児。 

 
○支給単位・限度 
①支給単位は１日単位ですが、利用に際しては半日単位での利用が可能です。 
 原則として１人の障害児・者に対し１ヶ月７日が利用限度となります。 

 ②介護者・保護者の疾病、学校の長期休暇など、特別の事情がある場合はご相談ください。 
 

○利用者負担 一般世帯の方は下記の利用者負担額表のとおりです。市町村民税非課税世帯の方のサービス 
利用料は無料ですが、月７日を越えてサービスを利用する場合は、下記金額の２分の１が利用者負担にな 
ります。食事については、実費負担とします。ただし、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯の方は 
７００円を限度に助成します。 

 
利用者負担額表（一般世帯の方） 

   ４時間未満 ４時間以上 片道送迎 
障害程度区分１・２ ２００円 ４００円  ５０円 

障害程度区分３ ３００円 ６００円  ５０円 

障害児 

重度区分（※） ６００円 １，２００円  ５０円 

障害程度区分１・２・３ ２００円 ４００円  ５０円 

障害程度区分４・５・６ ３００円 ６００円  ５０円 

障害者 

重度心身施設区分（※） ６００円 １，２００円  ５０円 

  
※ 重度区分は身体障害者手帳１級であり、かつ療育手帳が○Ａ又はＡを所持し、特別な配慮 

（医学的配慮）を要すると認められる者が重症心身障害児施設又は療養介護施設等の日中一時 

支援サービスを利用する場合に限り、重度区分の対象となります。 
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●日常生活用具給付等事業 

○事業の内容 
 重度障害者等に対して自立生活支援用具などを給付します。 
 
  対 象 者  身障手帳・療育手帳所持者で別表１・別表２参照 
 
  利用限度  原則として基準額の範囲内となります。なお再給付の場合は耐用年数が基準となります。 
        住宅改修については、１人１回。 
         
  利用者負担 一般世帯の方は原則１割負担。市町村民税非課税世帯の方及び生活保護世帯の方は原則無 

料です。各用具につき基準額が決まっており、基準額を超えた部分の金額は全額自己負担 
になります。 

 
利用者負担の上限月額    

世帯の課税状況や本人の収入額等に応じて、利用者ごとに利用者負担上限月額を 
設定します。 

 
 利用者負担を算定する際の世帯の範囲  

１８歳以上の障害者  本人とその配偶者 

１８歳未満の障害児  保護者の属する住民基本台帳での世帯 

 
 所得階層による上限月額          

生活保護  ０円 生活保護世帯 

非課税世帯 ０円 市町村民税非課税世帯 

一 般 ３７，２００円 市町村民税課税世帯 

            
        
        
         

 
 



別表１ 

※１ 
種  目 

対象障害 
品  目 区分 者 児 

※２ 

介護 

耐用年

数(年) 

肢体  特殊寝台              
給 

（給付） 
○ － ○ 8 

肢体  特殊マット 給 ○ ○ ○ 5 

肢体  特殊尿器                  給 ○ ○ ○ 5 

肢体  入浴担架                  給 ○ ○ － 5 

肢体  体位変換器                給 ○ ○ ○ 5 

肢体  移動用リフト              給 ○ ○ ○ 4 

肢体  訓練いす 給 － ○ － 5 

①介護・訓練

支援用具 

肢体  訓練用ベッド 給 － ○ － 8 

肢体  入浴補助用具              給 ○ ○ ○ 8 

肢体  便器（手すり取付け可）    給 ○ ○ ○ 8 

その他  頭部保護帽 給 ○ ○ － 3 

肢体  Ｔ字状・棒状のつえ 給 ○ ○ － 3 

肢体  移動・移乗支援用具（旧・歩行支援用具） 給 ○ ○ ○ 8 

肢体  特殊便器 給 ○ ○ － 8 

その他  火災警報器                給 ○ ○ － 8 

その他  自動消火器                給 ○ ○ － 8 

視覚  電磁調理器                給 ○ ○ － 6 

視覚  歩行時間延長信号機用小型送信機 給 ○ ○ － 10 

②自立生活

支援用具 

聴覚  聴覚障害者用屋内信号装置  給 ○ － － 10 

内部  透析液加温器              給 ○ ○ － 5 

内部  ネブライザー              給 ○ ○ － 5 

内部  電気式たん吸引器 給 ○ ○ － 5 

内部  酸素ボンベ運搬車          給 ○ － － 10 

視覚  盲人用体温計(音声式 )       給 ○ ○ － 5 

③在宅療養

等支援用具 

視覚  盲人用体重計              給 ○ － － 5 

音・言、肢体  携帯用会話補助装置      給 ○ ○ － 5 

肢体、視覚  情報・通信支援用具 給 ○ － － － 

視覚＋聴覚  点字ディスプレイ 給 ○ － － 6 

視覚  点字器 給 ○ ○ － 
標準型：７ 

携帯用：５ 

視覚  点字タイプライター        給 ○ ○ － 5 

録音再生機 給 ○ ○ － 6 
視覚 

 視覚障害者用 

 ポータブルレコーダー 再生専用機 給 ○ ○ － 6 

④情報・意思疎

通支援用具 

視覚  視覚障害者用活字文書読上げ装置 給 ○ ○ － 6 

 

 
 6



 7

別表２ 

種  目 
※１ 

対象障害 
品  目 区分 者 児 

※２

介護

耐用年

数(年)

視覚 視覚障害者用拡大読書器 給 ○ ○ － 8 

触読時計 給 ○ － － 10 
視覚  盲人用時計   

音声時計 給 ○ － － 10 

聴覚、発声・

発語 
 聴覚障害者用通信装置      給 ○ ○ － 5 

聴覚  聴覚障害者用情報受信装置 給 ○ ○ － 6 

視覚  情報・通信支援用具 給 ○ － － － 

その他  人工喉頭 給 ○ ○ － 

笛式：４

電動式：

５ 

その他  福祉電話                  貸与 ○ － － － 

聴覚、音・言  ファックス                貸与 ○ － － － 

視覚  視覚障害者用ワードプロセッサー 
共同 

利用 
○ ○ － － 

④情報・意思疎

通支援用具 

視覚  点字図書（本を点字にする費用を給付）  ※３       給 ○ ○ － － 

肢体 
ストマ装具（ストマ用品、洗腸用具）、紙おむつ等（紙おむ

つ、サラシ・ガーゼ等衛生用品） 
給 ○ ○ － － ⑤排泄管理

支援用具 
肢体 収尿器 給 ○ ○ － － 

⑥住宅改修費 肢体  居宅生活動作補助用具（住宅改修） 給 ○ ○ ○ － 

※1  対象障害は、「肢体」「視覚」等の対象区分の目安を示したものです。 

具体的な対象要件については、障害福祉課にお問い合わせください。 

※2  介護に該当する場合、原則として介護保険による給付が優先されます。 

※３ 点字図書は、本の価格を自己負担していただき、本を点字化する費用のみを給付するものです。 

 

●訪問入浴サービス事業 

○事業内容 
介護保険制度等での入浴サービスが利用できず、本事業の利用を図らなければ、入浴が困難な身体障害

児・者に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、訪問により居宅において入浴サービス

を提供します。当該サービスの利用には利用料がかかります。 
 

○対象者 

○ 身体障害者手帳の交付を受けた方 

○ 児童福祉法に規定する障害児の方 

上記対象者で本事業の利用を図らなければ入浴が困難な方を対象としています。 

 

○利用限度 

  入浴の方法は、移動入浴車による巡回入浴とし、入浴の回数は、利用者１人につき週１回で月に４回 
 を限度とする。 
（窓口）障害福祉課 
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●相談支援事業 

○事業の内容 
 目  的 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必 
      要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うこ 
      とにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにし 
      ます。 
 
 事業内容 専門的な相談支援等を要する困難ケースへの対応 
      相談支援業者等に対する専門的な指導、助言等 
 
 利用者負担 なし 
 問い合わせ 障害福祉課 障害者支援係 ０４９－２５１－２７１１  
 

●コミュニケーション支援事業 

○事業の内容 
手話通訳者派遣事業・要約筆記奉仕員派遣事業 
聴覚・音声及び言語機能に障害のある方の円滑なコミュニケーションを支援し、社会参加を促進するため

手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。 
 

  対 象 者 市内に居住する聴覚障害者 
     市内に事業所又は事業所を有する法人その他の団体で聴覚障害者等を対象とした事業を実施 
     するもの（ただし営利を目的としたものは除く） 
派遣用件 手話通訳 ①日常生活上必要と認められるとき 
          ②福祉の増進を目的とする事業を実施するとき 
          ③社会参加の促進に資すると認められるとき 
     要約筆記 ①生命維持及び健康の増進に関する場合 
          ②財産・労働等権利義務に関する場合 
          ③官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合 
          ④社会参加を促進する学習活動等に関する場合 
          ⑤冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合 
利用者負担 なし 
利用申込  手話通訳 富士見市社会福祉協議会     ＦＡＸ ０４９－２５２－０１１１ 
      要約筆記 埼玉聴覚障害者情報センター  ＦＡＸ ０４８－８１４－３３５２ 
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富士見市移動支援事業所 
平成２２年３月現在 

№ 事業所名 所在地 電話番号 FAX 
 

１ 
ニチイケアセンター 

   みずほ台 
富士見市西みずほ台２－１３ 
－７ベアーマンションB館１階

０４９－ 
２６８―６３１０ 

０４９－ 
２５２－１４５０ 

２ 
ニチイケアセンター 

富士見 
富 士 見 市 鶴 瀬 西 ２ － １ ２

－３８ 
０４９－ 
２６８－５２６０ 

０４９ 
２６８－５２６２ 

３ あざみ野在宅介護サービス 
富士見市勝瀬１４６５ 
ドレイクふじみ野３０３ 

０４９－ 
２６１－６９７１ 

０４９－ 
２６１－６９７２ 

４ ㈱ケア・ツーフォー 
富士見市勝瀬３４４９－１ 
メローウインドふじみ野２Ｆ 

０４９－ 
２６７－０１２４ 

０４９－ 
２６７－０１６４ 

５ 
ＮＰＯ法人 
 グループみずほ 

富士見市西みずほ台３－２－

１ 姫ビル２０２ 
０４９－ 
２６８－５３３３ 

０４９－ 
２６８－５３６６ 

６ 
ＮＰＯ法人 居宅移動支援

事業所ＴＯＭＯ 
新宿区高田馬場１－９－２３ 
東京都盲人福祉センター内 

０３－ 
３２０８－００１４ 

０３－３２０８－ 
００４５ 

７ 
(福)法人青い鳥里福祉会 
 あおいとりケアセンター 

東松山市本町２－６－２ 
０４９３－ 
２５－１７２２ 

０４９３－ 
２５－１７２２ 

８ NPO 法人 あおい糸 
富士見市羽沢２－５－４８ 
ケアメゾン UD１００号 

０４９－ 
２９３－１９１０ 

０４９－ 
２９３－１９１１ 

９ 
ＮＰＯ法人障害者自立生活

センター二人三脚 
ふじみ野市上福岡４－６－１

１ イシデンビル１Ｆ 
０４９－ 
２６４－０９９０ 

０４９－ 
２６４－６１１０ 

10 サポートハウス みんなのて 
富士見市鶴瀬西３－１２－２

６ ルミエール 7 号室 
０４９－ 
２５５－７６８０ 

０４９－ 
２６８－５８６６ 

11 
訪問介護センター 
えぶりわん 

富士見市上沢３－１４－８ 
０４９－ 
２７５－３６５５ 

０４９－ 
２５２－１０６８ 

12 ニチイケアセンター鶴瀬 富士見市鶴馬１－２６－７ 
０４９－ 
２６８―０１８１ 

０４９－ 
２６８－０１７１ 

13 ＮＰＯ法人きらきら星 
富士見市勝瀬１４６５ドレイ

ク ふじみ野５０３ 
０４９－ 

２９３－１９３４ 

０４９－ 
２９３－１９３４ 

14 
社会福祉法人めぐみ会 
ホームヘルパーステーションかしの木 

三芳町北永井３８１－３ 
０４９－ 
２５８－００６１ 

０４９－ 
２５８－０９８９ 

15 
志木ガイドヘルプあいの会 
ヘルパーステーション 

志木市柏町１－１８－２０ 
佐藤方 

０４８－ 
４７７－４８３７ 

０４８－ 
４７７－４８３７ 

16 すまいる・ランド 
ふじみ野市上福岡３－１１－

３ 
０４９－ 
２６４－７７３４ 

０４９－ 
２６４－７８９８ 

17 
富士見市社会福祉協議会 
指定居宅支援事業所 

富士見市鶴馬１９３２－７ 
０４９－ 
２５４－０７４７ 

０４９－ 
２５５－４３７４ 

18 
子育て支援センター 
たんぽぽ 

ふじみ野市大井中央１－９－

２２ 
０４９－ 
２６２－７３２１ 
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19 介護ステーション こころ 三芳町みよし台７－１ 
０４９－ 
２５８－７１３３ 

０４９－ 
２５８－７１４４ 

20 
ハッピー朝霞北・ 
ヘルパーステーション 

新座市東北２－２４－３７ 
浜田貸店舗１Ｆ 

０４８－ 
４７４－９３０１ 

０４８－ 
４７４－９３０２ 

21 
社会福祉法人親愛会 
 ハローしんあい 

川越市旭町３－２１－１０ 
０４９－ 
２５６－９５３５ 

 

22 
居宅介護支援事業所所所 
まごころ 

さいたま市桜区道場３－４－

７ 
０４９－ 
７９５－９３９５ 

０４９－ 
７９５－９３９６ 

 

富士見市日中一時支援事業所一覧 

№ 事業所名 所在地 電話番号 FAX 

１ 
入間東部福祉会 

 おおい作業所 
ふじみ野市大井武蔵野１５５８－１ 

０４９－ 

２６５－００７８ 

０４９－ 

２６５－１２１３ 

２ 
社会福祉法人めぐみ会 

かしの木ケアセンター 
三芳町北永井３８１－３ 

０４９－ 

２５８－０５１５ 

０４９－ 

２５８－０９８９ 

３ 
社会福祉法人ゆいの里福祉会 

 ゆいの里 
富士見市みどり野１－１ 

０４９－ 

２６８－６６８０ 

０４９－ 

２６８－６６８１ 

４ 
サポートハウス 

 みんなのて 

富士見市鶴瀬西３－１２－２６ 

ルミエール 7 号室 

０４９－ 

２５５－７６８０ 

０４９－ 

２６８－５８６６ 

５ 
入間東部福祉会 

 ふじの木作業所 
富士見市東大久保３６５５ 

０４９－ 

２５４－０６８３ 

０４９－ 

２５４－０６８３ 

６ 
入間東部福祉会 

 むさしの作業所 
富士見市上南畑３２６２－１ 

０４９－ 

２５２－５２７０ 

０４９－ 

２５２－５３７９ 

７ 
入間東部福祉会 

 入間東部みよしの里 
三芳町上富３２２－２ 

０４９－ 

２５８－８１３０ 

０４９－ 

２５８－８０９５ 

８ 知的障害児施設 嵐山郷 比企郡嵐山町古里１８４８ 
０４９３－ 

６２－６２２１ 

０４９３－ 

６２－８９４４ 

９ 障害者支援施設 嵐山郷 比企郡嵐山町古里１８４８ 
０４９３－ 

６２－６２２１ 

０４９３－ 

６２－８９４４ 

10 
重症心身障害児施設 

 嵐山郷 
比企郡嵐山町古里１８４８ 

０４９３－ 

６２－６２２１ 

０４９３－ 

６２－８９４４ 

 

富士見市地域活動支援センター機能強化事業所 

№ 事業所名 所在地 電話番号 FAX 

１ かしの木ケアセンター 三芳町北永井３８１－３ 
０４９－ 

２５８－０５１５ 
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訪問入浴サービス事業所 

№ 事業所名 所在地 電話番号 FAX 

１ 
ふれあい広場 
入浴サービスりぼん 

新座市東北２－２９－１２ 
０４８－ 

４７１－１６７５ 
 

２ 
アースサポート株式会社 
志木在宅サービスセンター 

志木市柏町４－５－１ 

利用の相談は、ア

ースサポート㈱・

さいたま在宅サー

ビスセンターへ 
℡ 048-834-8511 
(さいたま市浦和区常盤９－

３４－１０) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富士見市地域生活支援事業しおり ２０１０ 
富士見市役所 障害福祉課 
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